
◎新たな感染者の抑制（人流の徹底的な抑制）

・ 「まん延防止等重点措置」の適用を要請（対象地域：金沢市）

「石川非常事態宣言」の発出

→金沢市

→その他の地域（金沢市を除く１８市町）

営業時間短縮要請をこれまでと同じ条件でさらに２週間継続

（5月12日～5月25日）

２１時まで → ２０時まで（酒類の提供は１９時まで）

※「まん延防止等重点措置」の単価で協力金を支給

※これまでと同様の協力金を支給

営業時間短縮の実施状況について、再度、見回りを実施

・飲食店に対する営業時間短縮要請


